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短期社債（電子短期社債（電子CP)CP)振替制度の開始について振替制度の開始について

平成１５年３月３１日より、電子平成１５年３月３１日より、電子CPCP（（コマーシャルペーパー）の取扱コマーシャルペーパー）の取扱
いが開始されました。　電子いが開始されました。　電子CPCPは、社債等の振替に関する法律は、社債等の振替に関する法律
に基づき、証券保管振替機構（保振）にて取り扱う最初のペーパーに基づき、証券保管振替機構（保振）にて取り扱う最初のペーパー
レス証券です。レス証券です。
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1.電子CPとは

（１）　　従来、CP（コマーシャルペーパー）は手形として流通していました
が、平成15年年３月３１日より保振において電子ＣＰ取引が開始さ
れました。電子ＣＰはペーパーレスの有価証券として振替機関の
参加者（主に金融機関）口座間で決済が実行されるようになりまし
た。（尚、電子ＣＰに加え、従来の手形ＣＰの発行も可能です。）

（２）　電子CPの導入のメリットは以下の通りです。

l ＤＶＰ決済（短期社債と資金の同時決済）の選択が可能であることか
ら、（DPV決済を選択した場合）決済リスクが低減されます。

l 券面の輸送、保管が不要であることから、事務コストが削減されます。

l CPは従来、手形の金額毎に流通していました。　今回の電子CPでは
ペーパーレスであることより、小口化した取引も可能となります。
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（１）　電子CPは、㈱証券保管振替機構の電子CP口座を通じて行われます。　　
　電子CPの取引には電子CPの口座を㈱証券保管振替機構に直接開設　
　　　するか、電子CP口座を保有する銀行等に口座を開設する必要があります。

（２）資金は、日銀を通じて受渡しが行われますので、資金決済会社（銀行等）　
に資金決済を依頼する必要があります。

2.電子CPの取扱い

機構加入者B（銀行等）

資金決済会社B（銀行等）資金決済会社A（銀行等）

機構加入者A（銀行等）

DVP

証券保管振替機構

日本銀行

CP

決済資金
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お客様

【電子ＣＰの取引スキーム（振替時：買いの場合）】

　売り方

（ディーラー等）

証券保管振替機構

④売り方口座より、機構振替口　へ
残高を振替

⑨機構振替口より、弊行口座へ残
高を振替

機構加入者

（SMBC）

　資金決済
　会社

資金決済会社

⑤お客様口座より、
資金を引落し。　日本銀行

⑦資金振替

　

⑥資金振替指図　　　　　　　　資金振替済通知　　　　　

①約定　　　　

②決済指図　　

資金振替済連絡　　　　　
③決済手続き　　　　

⑧資金振替済連絡　　　　　　
　

⑪決済完了報告　
　

③決済手続き　　　　

決済完了報告　　

⑩決済完了連絡　
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お客様

【電子ＣＰの取引スキーム（振替時：売りの場合）】

　買い方

（ディーラー等）

証券保管振替機構

④弊行口座より機構振替口へ振替
　

⑨機構振替口より、買い方口座へ振
替記録

機構加入者

（SMBC）

　資金決済
　会社

資金決済会社

⑪お客様口座へ、
資金を入金　日本銀行

⑦資金振替

　

⑥資金振替指図　　　　　　　　 ⑧資金振替済通知　　　　　

①約定　　　　

②決済指図　　

⑤資金振替済連絡　　　　　
③決済手続き　　　　

⑧資金振替済連絡　　　　　　
　

⑫決済完了報告　
　

③決済手続き　　　　

決済完了報告　　

⑩決済完了連絡　
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お客様

【電子ＣＰの取引スキーム（償還時）】

　発行者
（又は発行代理人）

証券保管振替機構

②弊行口座より、残高を機構償還口
　へ振替

⑥機構償還口より、残高を残高を発
　行者口座へ振替

機構加入者

（SMBC）

　資金決済
　会社

資金決済会社

⑧お客様口座へ資
金を入金　日本銀行

⑧資金振替

　

④資金振替指図　　　　　　　　 ⑤資金振替済通知　　　　　

③資金振替指図　　　　　
①償還手続き　　　　

⑤資金振替済連絡　　　　　　
　　

⑨決済完了報告　
　

①償還手続き　　　　

決済完了報告　　

⑦決済完了連絡　
　


